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令和８年度大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（ディレクター） 
活動内容説明書 

 

１．業務名 

大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（ディレクター）活動業務 

 

２．業務目的 

地域住民や事業者との交流を通じて地域資源の発掘と課題の把握を行い、起業を目指す

委託型地域おこし協力隊（プレーヤー）のマネジメントや伴走支援を行う。これにより、

自身を含めた起業人材の地域定着を図り、将来にわたり持続可能な地域経済の活性化に資

することを目的とする。 

 

３．特記事項 

 身分は「大館市地域おこし協力隊」とし、「大館市地域おこし協力隊設置要綱」に基づ
き市民の理解のもと活動することを必要とする。 
   

４．委嘱期間 

令和８年１２月１日～令和９年３月３１日（年度ごとに更新、原則最長３年間） 

  

５．業務内容 

 ⑴ 大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（プレーヤー）のマネジメント及び伴走支

援。ただし、大館市及び地域住民と連携・協力して次に掲げる地域力の維持及び強化

に直接資するもので、かつ公益性を有する活動。 

  ア 農林畜産業に関する活動 

イ 環境・水源保全に関する活動 

ウ 住民の生活支援に関する活動 

エ 地域おこしの支援に関する活動 

 オ 情報発信・収集に関する活動 

 カ 新たな業種の企業誘致に関する活動 

 キ 地域資源を活用した観光振興に関する活動 

 ク 移住・交流の促進に関する活動 

 ケ 教育交流・教育視察に関する活動 

  コ その他地域力の維持及び強化に資するために必要な活動 

 ⑵ 業務計画等 

  ① 年間の業務計画を任意の様式により電子データで作成し、契約締結日から１月以

内に大館市へ提出するものとする（年度更新する場合は、新年度の開始日までに提
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出するものとする）。 

  ② 月の業務予定表を任意の様式により電子データで作成し、前月末日までに大館市

へ提出するものとする。ただし、契約締結日の属する月分は提出を要しない。 

 ⑶ 業務報告 

  ① 月次報告 

    月毎に当該月の業務報告書を電子データで作成し、翌月１０日までに大館市へ提

出すること。 

② プロデューサーへの報告・相談 

  毎月最低１回以上、「大館市副業型地域活性化起業人（プロデューサー）」に業務

の進捗及び予定について報告・相談を行うこととし、その内容を前号「月次報告」

の内容に記載すること。 

③ プレーヤーとの面談 

  毎週最低１回以上、「大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（プレーヤー）」の

活動についての報告・相談を受けることとし、それぞれに応じた適切なマネジメン

ト及び伴走支援を行うこと。 

④ 実績報告書の作成 

  契約年度の３月３１日までに、当該年度の実績報告書を作成し大館市へ提出する

ものとする。また、活動費相当分に係る領収書を添えて報告するものとする。 

 ⑷ その他の業務 

  ① 大館市が求める研修への参加、出張等については適宜対応すること。 

  ② 大館市外で業務をしようとするときは、大館市へ協議し承諾を得てから業務にあ

たること。 

 

６－１．報酬等の支払い（任用型地域おこし協力隊） 

 月額３２０，０００円とする。また、期末・勤勉手当を年２回（６月・１２月）に支給

する。（想定年収５，３００，０００円程度） 

 ※ 退職金は支給しない。 

 ※ 上記から源泉徴収のほか社会保険及び雇用保険の保険料本人負担分を控除する。 

 ※ 別途、活動に係る経費については、「７．経費について」の「住居費」及び「活動費」

に準じ、１年あたり２００万円程度を上限に支払うものとする。 

 ※ 本説明書に記載の報酬等は募集時点での予定であり、任用時には改めて書面により

明示する。 

 

６－２．委託料の支払い（委託型地域おこし協力隊） 

分割払いとし、次の通りとする。ただし、活動費相当分については当月払いとし、かつ

実費精算とするため、年度末の精算時に支給額に満たない場合には５回目の支払い時に減
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額調整を行うこととする。 

項目 金額（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額） 支払予定日 

１回目 ４３２，０００円 (３９，２７３円) R8.12.10 

２回目 ５９０，０００円 (５３，６３６円) R9. 1.15 

３回目 ５９０，０００円 (５３，６３６円) R9. 2.19 

４回目 ５９０，０００円 (５３，６３６円) R9. 3.19 

５回目 ４４２，０００円 (４０，１８２円) R9. 4.15 

合計 ２，６４４，０００円 (２４０，３６３円)  

 ※ １回目の内訳 

【活動費相当分】活動費 38,500 円、住居費 60,000 円、礼金 60,000 円、敷金 60,000

円、仲介料 66,000 円、定住活動費 98,000 円、車借上料 49,500 円 

 ※ ２回目～４回目の内訳 

  【報償費相当分】基本費 442,000 円 

  【活動費相当分】活動費 38,500 円、住居費 60,000 円、車借上料 49,500 円 

 ※ ５回目の内訳 

  【報償費相当分】基本費 442,000 円 

 

７．経費について 

 業務に要する経費は、次によるものとする。 

項目 用    途 

基本費（委託型のみ） 定額の業務委託料。用途指定はなし。 

住居費 居住する住宅家賃相当の費用。火災保険料は対象とする。 

活動費 

業務を実施する上での費用 

① 活動車両に要する経費 

② 活動に要する消耗品、原材料費 

③ 活動に要する事務機器等の借上に要する経費 

④ 活動に要する施設、備品等の使用料、借上料 

⑤ 活動に要する通信運搬費等（郵券料、配送料等） 
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⑥ 活動に要する実費旅費 

⑦ 活動に要する損害賠償保険料、イベント保険料 

⑧ 地域おこし協力隊に関する研修会等への参加費 

⑨ 先進地視察等実費旅費 

⑩ 定期健康診断（人間ドック他等）に要する経費 

⑪ 定住・地域活性化の活動経費 

⑫ その他活動に要する経費と認められるもの 

 

８．報告及び協議 

本業務の遂行にあたっては、随時報告し、必要に応じて適宜協議するものとする。 

 

９．著作権の帰属 

報告書等、本業務で作成された成果物に関する著作権は、大館市に帰属するものとする。 

 

10．個人情報の取扱い 

本業務実施中に知り得た情報を大館市の許可なく第三者に漏らしてはならない。契約終

了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

11．その他 

本仕様に定めのない事項については、必要に応じて協議の上、決定するものとする。 


